
 

 

機  器  仕  様  書  
 

 

 本仕様書は、Ａ１サイズ対応インクジェットプリンターの賃貸借契約に関する仕様につ

いて定めるものである。  

 

 

（調達機器及び台数）  

１  リース機器の概要は以下のとおりである。  

 （１）Ａ１サイズ対応インクジェットプリンター   ５台  

 （２）同プリンター専用スタンド（印刷用紙受け）  ５台  

※プリンター導入時には、初期消耗品を標準装備とすること。  

 

 

（契約形態）  

２  リース契約（リース期間：令和８年４月１日～令和１３年３月３１日）  

  支払については、年度毎の支払いとする。  

 

（調達機器仕様）  

３  調達する機器の仕様は以下のとおりである。  

 （１）Ａ１サイズ対応インクジェットプリンター  

（ア）最高解像度  

最高２４００×１２００ dpi以上  

（イ）インク  

４色以上とする  

（ウ）メモリ容量  

２５６ＭＢ以上  

（エ）給紙方法  

手差し、ロール紙対応  

  （オ）使用可能用紙サイズ  

ロール紙：幅 203.2mm（ 8インチ）～ 609.6mm（ 24インチ ) 

  （カ）インターフェース  

・ネットワークインターフェース（ 10BASE-T／ 100BASE-TX／ 1000BASE-T）  

・ＵＳＢ 2.0High－ Speed以上  

  （キ）対応ＯＳ及びソフト  

     ・Ｗｉｎｄｏｗｓ１１  

・ V-nas（ＣＡＤソフト）で作成した図面を印刷できること。  

・付属のドライバーで色指定やペン幅を変更でき、図面のオフセットの指定が

できること。  

・点線、破線、一点／二点鎖線のピッチ等が変更可能なこと。  

調 達 先 名 称 所     在     地  調達数量  

京都府農林水産部農村振興課  
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町  

京都府庁２号館４階（エレベーター有）  
１式  

京都府山城広域振興局  

農林商工部地域づくり振興課  

宇治市宇治若森７－６  

山城広域振興局２階（エレベーター有）  
１式  

京都府南丹広域振興局  

農林商工部地域づくり振興課  

亀岡市荒塚町１－４－１  

南丹広域振興局２階（エレベーター無）  
１式  

京都府中丹広域振興局  

農林商工部地域づくり振興課  

舞鶴市字浜２０２０  

中丹広域振興局２階（エレベーター有）  
１式  

京都府丹後広域振興局  

農林商工部地域づくり振興課  

京丹後市峰山町丹波８５５  

丹後広域振興局２階（エレベータ－無）  
１式  



 

 

（ク）環境対応  

グリーン購入法の特定調達商品であること。  

    （ケ）機器寸法  幅 130cm×奥行 90cm 以内  

 （２）プリンター専用スタンド（印刷用紙受け）  

・プリンター本体（プリンター底）を設置面から３０ｃｍ以上離すことができる

こと。  

        ・バスケット等で印刷用紙を受けることができること。  

  

（ 物 件 の 保 障 ）  

４  受 注 者 は 契 約 期 間 中 に し ょ う じ た プ リ ン タ 等 の 故 障 ・ 破 損 に つ い て 、 発

注 者 側 の 過 失 、又 は 故 意 に よ り 発 生 し た も の を 除 い て 、そ の 修 理 、又 は 代 替

機 へ の 取 り 換 え を 行 う も の と し 、必 要 に 応 じ て 動 産 総 合 保 険 に 加 入 す る こ と

と す る 。  

 

（ヘルプデスク及び修理）  

５  ヘルプデスクを設置して、無償でリース期間内の部品交換、修理（消耗品を除く）を

実施すること。障害対応にあっては、設置場所からの連絡から、おそくとも翌日までに

到着し、作業を開始すること。その際の出張費用は受注者の負担とする。  

  また、修理等に必要な部分については、速やかな対応ができるよう供給ルート等確保

しておくこと。  

  なお、ヘルプデスクに関しては、月曜日から金曜日の８時半～１７時１５分とし、連

絡先、担当者について報告すること。  

 

（機器の設置・撤去）  

６  プリンター等の機器の設置は、「１  調達機器及び台数」に記載ある所在地とし、設

置・撤去にあたっては、搬入先の関係機関と調整すること。  

  なお、設置においては、京都府導入のＣＡＤシステムが印刷できるように初期設定を

行うこととする。関係機関の職員が使用する端末へのドライバの導入は、府職員が行う

こととするが、その手順書については受注者にて作成すること。  

  また、設置・撤去等に係る費用については、受注者の負担とし、設置・撤去に関して

は、以下のとおりとする。  

 

  ○設置：設置場所までの運搬、搬入、設置、初期設定、動作確認を含む  

  ○撤去：設置場所からの運搬、搬出を含む  

 

（守秘義務）  

７  受注者は、何人に対しても、業務上知り得た内容の一切を漏らしてはならない。  

 

（ そ の 他 ）  

８  天 変 等 、 発 注 者 お よ び 受 注 者 の 双 方 の 責 に 帰 す る こ と が で き な い 原 因 に

よ り 生 じ た 損 害 、 お よ び 発 注 者 に 起 因 す る こ と に よ っ て 生 じ た 損 傷 の 修 理

（ た だ し 、 プ ロ グ ラ ム ア ッ プ デ ー タ 、 Ｏ Ｓ 対 応 機 器 、 ソ フ ト の 追 加 に よ る

場 合 は 除 く ） に つ い て は 、 発 注 者 と 協 議 の う え 、 機 器 交 換 、 修 理 等 実 施 し

た 場 合 に は 、 別 途 請 求 で き る も の と す る 。  


